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船舶事故調査報告書 

 

令和６年１１月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年４月２９日 ２０時１０分ごろ 

発生場所 香川県多
た

度
ど

津
つ

町高
たか

見
み

島南方沖 

 高見港南防波堤灯台から真方位２００°１,５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.７′ 東経１３３°４０.６′） 

事故の概要  油タンカー栄
えい

積
せき

は、東北東進中、また、貨物船兼石材運搬船光
こう

洋
よう

丸

は、東進中、両船が衝突した。 

 栄積は、左舷船尾部ハンドレールに曲損等を生じ、また、光洋丸

は、右舷船首部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 油タンカー 栄積、７４９トン  

１３６５２８、久本汽船株式会社（Ａ社）、株式会社エイトラ

ス 

６９.９３ｍ×１１.５０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１２年９月 

Ｂ 貨物船兼石材運搬船 光洋丸、４９９トン 

１３６３９０、御前崎海運株式会社（Ｂ社）、株式会社第一 

コーヨー 

６６.０９ｍ（Lr）×１３.００ｍ×７.３９ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４７歳 

三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日  平成２４年３月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和４年２月８日 

    免状有効期間満了日  令和９年３月１１日  

Ｂ 船長Ｂ ５０歳 

三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日  平成１４年９月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和４年７月１日 

    免状有効期間満了日  令和９年９月１７日 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部ハンドレールに曲損、左舷船尾部外板に凹損 

Ｂ 右舷船首部外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１８時４８分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、灯油約２,０００kℓを積載

し、令和５年４月２９日１５時４５分ごろ、阪神港大阪区に向け、愛

媛県今
いま

治
ばり

市西部にある石油精製会社の私設岸壁を出航した。 

船長Ａは、来島海峡航路を航行中、ＶＨＦ無線電話において、来島

海峡海上交通センター（以下「来島マーチス」という。）がＡ船の船

首方２隻目のＢ船に対して阪神港堺
さかい

泉
せん

北
ぼく

区向けという情報を付け加

えて呼び出していたので、同港に向かうものと認識し、来島海峡航路

を出たところで航海士（以下「航海士Ａ」という。）に船橋当直を引

き継いで降橋した。 

船長Ａは、１９時４０分ごろ備讃瀬戸南航路（以下「本件航路」と

いう。）西口の西方沖で昇橋し、左舷船首方約０.５海里（Ｍ）に視認

している船尾灯が同航のＢ船の灯火であることを確認して航海士Ａか

ら操船を引き継いで単独で船橋当直に就いた。 

Ａ船は、法定灯火を表示してレーダーを４Ｍレンジでノースアップ

表示とし、ＧＰＳプロッターを作動させた状態で、約１１.３ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により東進して

本件航路に入航し、２０時０５分ごろ本件航路の北側を約１０.９～

１１.０knの速力で東進するＢ船を本件航路の南側から追い越した。 

船長Ａは、Ａ船がＢ船の少し前方に出たところで、高見島南方沖の

本件航路の変針場所（以下「本件航路変針場所」という。）に近づい

たので本件航路に沿うように南側を少しずつ左転して航行しようと思

い、左舵を取って自動操舵の針路を真方位０７３°に設定した。 

船長Ａは、Ｂ船も左転するものと思って注意して見ていたが、Ｂ船

が左転しないので、意図的に幅寄せをしていると思い、左転を促そう

とＶＨＦ無線電話で呼び出したが応答がなく、Ｂ船が進路を変えずに

左舷方至近まで接近してきたので危険を感じた。 

船長Ａは、Ａ船がそのまま進むと本件航路外に出て浅瀬に向かうの

で、手動操舵に切り替えて主機を中立運転としたものの、Ｂ船がその

ままＡ船中央部の貨物倉に衝突したら被害が大きくなると思い、機関

を全速力前進としたが、２０時１０分ごろＡ船の左舷船尾部とＢ船の

右舷船首部が衝突したのち、連続してＡ船の船橋構造物付近とも衝突

した。（写真１参照） 
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写真１ Ａ船（本事故後、係留中） 

 

船長Ａは、備讃瀬戸海上交通センター（以下「備讃マーチス」とい

う。）に本事故の発生を通報し、衝撃音を聞いて昇橋した機関長及び

航海士Ａに損傷の状況等を確認させて、航行に支障がないとの報告を

受けた後、香川県丸
まる

亀
がめ

市丸亀港沖に投錨した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、砕
さい

砂
さ

約１,５００ｔを積載

し、０６時３０分ごろ、阪神港堺泉北区に向け、福岡県苅
かん

田
だ

町苅田港

を出航した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、１９時４５分ごろ本件航路西口の西方沖で昇橋

し、航海士から右舷船尾方に本船より速力が速いＡ船がいることなど

を伝えられて船橋当直を引き継いで単独で船橋当直に就き、法定灯火

を表示して３Ｍレンジに設定したレーダー及びＧＰＳプロッターを作

動させ、自動操舵により約１１knの速力で東進した。 

船長Ｂは、Ａ船が右舷正横より少し後方の位置で同航していること

及び船首方に他船がいないことを確認した後、１９時５０分ごろ本件

航路（西口）に入航したことを備讃マーチスに通報し、後方を向いて

海図台で航海日誌の記入を始めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、後方を向いて航海日誌の記入に集中し、変針場

所を通過したものの、そのままの針路で航行を続けていたところ、Ｂ

船の右舷船首部とＡ船の左舷船尾部とが連続して衝突した。（写真２

参照） 

 

 

 

 

損傷箇所 
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写真２ Ｂ船（本事故後、係留中） 

 

船長Ｂは、最初の衝突の衝撃音に気付いて、機関を中立運転とした

後、Ａ船から離れるように左舵を取り、衝撃音に気付いて昇橋した航

海士に船首部の損傷の状況を確認させ、右舷船首部の凹損があったも

のの浸水などがないとの報告を受けた後、備讃マーチスの指示を受

け、丸亀港沖に向かい投錨した。  

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）

参照） 

 その他の事項 船長Ａは、内航の油タンカーの船長の経験が約１８年間あり、本件

航路変針場所付近は何回も航行したことがあった。 

船長Ａは、過去に石材運搬船に幅寄せをされた経験があったので、

本事故前、変針しないＢ船が意図的に幅寄せを行っていると思った。 

船長Ａは、Ａ船の汽笛が圧縮空気管にドレンが溜まって十分な音が

出ない状態であったので、本事故前、Ｂ船が左転せずに直進してきた

ときに、汽笛による音響信号を行わなかった。 

船長Ｂは、船長の経験が約３年間あり、本件航路変針場所付近は何

回も航行したことがあった。 

船長Ｂは、本事故当日から、前任の船長と交代してＢ船に乗船し、

出航操船後に引き続いて船橋当直を行った際にＢ船の書類を確認し、

航海日誌などの一部の書類に未記入箇所があったので、重要な書類に

ついては速やかに当日までの分を記入する必要があると思った。 

船長Ｂは、本事故前、航海日誌の記入に集中していたので、ＶＨＦ

無線電話でＡ船から呼び出されたことに気付かなかったのではないか

と本事故後に思った。 

船長Ｂは、日頃、船橋当直中に書類を記入する際は、時々周囲の見

張りを行いながら、作業を行っていたが、本事故当時は、書類の多く

の箇所を急いで記入する必要があると思い、その作業に集中してし 

まったと本事故後に思った。 

損傷箇所 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、高見島南方沖の本件航路変針場所付近において、同航のＢ

船の右舷側の少し前方を本件航路に沿うように東北東進中、船長Ａ

が、Ｂ船が阪神港に向かうので、本件航路に沿って左転するものと思

い、Ｂ船の前路に向けて接近しながら航行を続けたことから、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、来島海峡航路を航行中、来島マーチスがＢ船を呼び出し

た際に、阪神港堺泉北区向けとの情報を得たことから、Ｂ船が同港に

向かうものと認識していたものと考えられる。 

また、船長Ａは、過去に石材運搬船に幅寄せをされた経験があり、

本事故前、変針しないＢ船が意図的に幅寄せを行っているものと思っ

ていたことから、左転を促そうとＶＨＦ無線電話で呼出しを行い、Ｂ

船が左舷方至近に接近するまで避航措置を取らなかったものと考えら

れる。 

船長Ａは、Ａ船の汽笛が圧縮空気管にドレンが溜まって十分な音が

出ない状態であったことから、本事故前、Ｂ船が左転せずに直進して

きたときに、汽笛による音響信号を行わなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、高見島南方沖の本件航路変針場所付近において、同航のＡ

船の左舷側の少し後方を東進中、船長Ｂが、後方を向いて海図台で書

類の記入に集中し、変針場所を通過したものの、そのままの針路で航

行を続けたことから、Ａ船が本件航路に沿って左転して船首方に接近

してきていることに気付かずに、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、乗船後、Ｂ船の書類を確認し、一部の書類に未記入箇所

があったので、重要な書類については速やかに当日までの分を記入す

る必要があると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、高見島南方沖の本件航路変針場所付近において、

Ａ船が、Ｂ船の右舷側の少し前方で本件航路に沿うように東北東進

中、Ｂ船が、Ａ船の左舷側の少し後方を東進中、船長Ａが、Ｂ船が阪

神港に向かうので本件航路に沿って左転するものと思い、Ｂ船の前路

に接近しながら航行を続け、また、船長Ｂが、海図台で後方を向いて

書類の記入に集中し、変針場所を通過したものの、そのままの針路で

航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、乗組員に対し、次の対策を講じるように文書に

より指導した。 

事故の回避と対策の検討（抜粋） 

・見張りを十分にして、早期に相手船に自船の行動がわかるように

操船する。 
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・ＶＨＦで相手船と交信して避航舷を伝える。 

・汽笛による右転、左転の合図及び注意喚起信号としての汽笛使用 

・速度（主機使用により速度を下げる）を下げて、他船をやり過ご

す。 

全ての対策の為の行動は早期に実施することであり、相手がこう

するだろうというＡＩＳ積載船の場合は行き先が分かるので要注意

である。 

Ｂ社は、本事故後、Ｂ船乗組員を派遣している会社を通じ、Ｂ船乗

組員に対し、狭水道、変針点付近を航行中には、書類の記載作業を行

わないか、操船を代わるなどの措置を採ってから行うように指導し

た。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、付近航行船舶と衝突を避けるためにあらかじめＶ

ＨＦ無線電話等で連絡を試みて、相手船から応答が得られない場

合は、自船を認知していないものと認識し、速やかに避航措置を

講じること。 

・船長は、汽笛が使用できない状態になったときは、速やかに修理

を行うこと。 

・船橋当直者は、当直に関係のない作業は行わず、操船に専従する

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県 

高見港南防波堤灯台 

岡山県 

本件航路 

兵庫県 

事故発生場所 
（令和５年４月２９日 

２０時１０分ごろ発生） 

Ａ船の航跡 

（ＡＩＳ記録） 

高見島 

香川県 

Ｂ船の航跡 

（推定） 

多度津町 

Ａ船の航跡（ＡＩＳ記録） 

Ｂ船の航跡 

（推定） 

本件航路変針場所 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 
対地針路※ 

（゜） 

船首方位※ 

（゜） 

対地速力

（kn） 
北 緯° 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

20:00:08 34-17-26.8 133-38-13.1 087.9 087 11.6 

20:01:08 34-17-27.2 133-38-27.1 087.6 087 11.5 

20:02:08 34-17-27.7 133-38-43.3 087.3 088 11.3 

20:03:08 34-17-28.3 133-38-56.8 087.4 087 11.3 

20:04:08 34-17-28.7 133-39-07.9 087.5 088 11.2 

20:05:08 34-17-29.3 133-39-25.9 087.7 087 11.2 

20:06:08 34-17-29.6 133-39-35.0 088.0 088 11.2 

20:07:08 34-17-30.3 133-39-48.5 086.1 087 11.3 

20:08:08 34-17-31.3 133-40-02.1 076.7 070 11.0 

20:09:08 34-17-35.7 133-40-14.5 067.8 067 11.2 

20:10:08 34-17-36.4 133-40-16.6 067.6 068 11.3 

20:10:39 34-17-42.1 133-40-33.7 070.8 069 11.1 

20:10:46 34-17-42.4 133-40-35.0 076.3 062 11.3 

20:10:48 34-17-42.5 133-40-35.5 072.8 058 11.3 

20:10:51 34-17-42.7 133-40-36.3 067.9 053 11.2 

20:10:55 34-17-43.0 133-40-37.1 064.5 046 11.1 

20:10:59 34-17-43.4 133-40-37.9 053.7 040 10.8 

20:11:03 34-17-43.9 133-40-38.5 051.1 035 10.7 

20:11:05 34-17-44.1 133-40-38.8 046.4 033 10.4 

20:11:09 34-17-44.6 133-40-39.4 041.1 027 10.3 

20:11:13 34-17-44.9 133-40-39.7 037.6 025 10.2 

20:11:15 34-17-45.2 133-40-39.9 033.4 025 10.0 

20:11:18 34-17-45.9 133-40-40.4 027.2 026  9.7 

20:11:20 34-17-46.2 133-40-40.6 025.8 027  9.6 

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報

は、船首から５４ｍ、船尾から１５ｍ、左舷から３ｍ、右舷から９ｍであった。また、対地

針路及び船首方位は真方位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 


